高知県木材加工流通施設整備事業事務取扱要領（新旧対照表）
	新
	旧

	高知県木材加工流通施設整備事業事務取扱要領

第１～第３　（略）

第４　事業の実施
　１　（略）
　２　市町村以外の事業主体が締結する契約
　　（略）
　　(１) 競争性の確保
　　　　契約の相手方の選定は、可能な限り５人以上の入札者を指名して競争入札により行うこととする。ただし、次の①から⑦までに該当する場合には２人以上のものから見積書を徴収し、随意契約により契約できる。また、⑧に該当する場合は、最低価格の者から順次協議し見積書を徴収して、最初の競争入札に付すときに定めた条件により、予定価格の範囲内で随意契約できる。
      ①予定価格（予定価格を定めない場合にあっては設計金額。以下同じ。）が次の金額を超えないとき。
　　　　ア　工事又は製造の請負　400万円
　　　　イ　財産の買入れ　　　　300万円
　　　　ウ　物件の借入れ　　　　150万円
　　　　エ　ア～ウ以外のもの　　200万円
　（略）

第５～第８　（略）

附　則
[bookmark: _GoBack]１　この要領は、令和８年５月27日から施行する。
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第１～第３　（略）

第４　事業の実施
　１　（略）
　２　市町村以外の事業主体が締結する契約
　　（略）
　　(１) 競争性の確保
　　　　契約の相手方の選定は、可能な限り５人以上の入札者を指名して競争入札により行うこととする。ただし、次の①から⑦までに該当する場合には２人以上のものから見積書を徴収し、随意契約により契約できる。また、⑧に該当する場合は、最低価格の者から順次協議し見積書を徴収して、最初の競争入札に付すときに定めた条件により、予定価格の範囲内で随意契約できる。
      ①予定価格（予定価格を定めない場合にあっては設計金額。以下同じ。）が次の金額を超えないとき。
　　　　ア　工事又は製造の請負　250万円
　　　　イ　財産の買入れ　　　　160万円
　　　　ウ　物件の借入れ　　　　 80万円
　　　　エ　ア～ウ以外のもの　　100万円
　（略）

第５～第８　（略）

（新設）



